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個人住民税とは？ 

 個人住民税とは、給与、農業、不動産、株の譲渡等の所得（経費を差し引いた分）

から、扶養や社会保険料等の各種控除を差し引いた金額に税率（市町６％ 県４％ 

計１０％）をかけた分の「所得割」と収入の多少にかかわらず均等に課税する「均等

割」（市町民税 3,500 円 県民税 1,500 円 計 5,000 円）の合計額のことです。 

 

※ 個人住民税とは、個人市町民税と個人県民税を合せたものを言います。 

 ※ 所得の種類によって、税率が異なります。 

 

１）個人住民税の特別徴収とは？ 

個人住民税の特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同じように、事業主（給与

支払者）の方が毎月従業員等（納税義務者）に支払う給与から個人住民税を徴

収（給与天引き）し、従業員等に代わり市町に納入していただく制度です。 

 

所得税を源泉徴収している事業主の方は、地方税法及び市町の条例により、

個人住民税を特別徴収することが義務づけられています（地方税法第３２１条

の３、第３２１条の４）ので、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

２）普通徴収（個人で納付）と特別徴収（給与天引き）の違い 

区    分 普通徴収（個人で納付） 特別徴収（給与天引き） 

税額を計算する人  市・町 

納税の義務がある人 個人（従業員等） 

実際に納める人  個人（従業員等） 事業主 

納 め る 回 数 年４回 年１２回 
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特別徴収事務の流れ 

 

※ 表中の番号は上の図中の番号に対応しています。 

番号 事 務 の 内 容 時 期 

① 

給与支払報告書の提出 （Ｐ３参照） 

事業主の方は、従業員等が１月１日現在お住まいの市

町へ給与支払報告書を提出してください（提出された給

与支払報告書や従業員等の確定申告書・住民税申告書等

を基に翌年度の住民税を計算します。）。 

１月３１日まで 

② 

特別徴収税額通知と納入書を事業主へ郵送 （Ｐ６参照） 

５月３１日までに各市町から従業員等全員の毎月の

納入合計額が記載された特別徴収税額通知と特別徴収

のしおり（事業所によっては、納入書も同封されていま

す。）を事業主の方へ送付いたします。 

５月３１日まで 

事業主の方から従業員等へ特別徴収税額通知の配付 

事業主の方は、従業員等に特別徴収税額通知（納税義

務者用）をお渡しください。 

５月 31 日まで 

③ 

給与から個人住民税を天引き 

事業主の方は、特別徴収税額通知（特別徴収義務者用）

を基に、毎月従業員等に支払う給与から個人住民税を天

引きし、税額差し引き後の給与を従業員等に支給してく

ださい。 

６月から 

翌年５月まで 

（毎月） 

④ 

個人住民税の納入 （Ｐ７参照） 

給与から天引きした個人住民税は、翌月１０日までに

金融機関等で納入してください。 

給与天引き 

した月の 

翌月１０日まで 

（毎月） 
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②個人別明細書

（特別徴収分） 

③普通徴収 

切替理由書 

④個人別明細書

（普通徴収分） 

１）給与支払報告書の提出（１月３１日まで） 

事業主の方は、従業員等が１月１日現在お住まいの市町に毎年１月３１日ま

でに給与支払報告書を提出してください。 

提出された給与支払報告書を基に、市町が次年度の個人住民税を計算いたし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ ②・④ 給与支払報告書（個人別明細書） 

※ ①～④を一束にして提出してください。 

 

 

＊重要＊ 

 給与支払報告書は、個人住民税の算定だけでなく、国民健康保険税、介護保険

料または後期高齢者医療保険料の算定にも影響します。また、所得証明書等の発

行にも必要な資料となりますので、提出漏れや遅延のないようお願いいたします。 

 

 

 

①総括表 提

出

す

る

際

の

書

類

の

順

番 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

下 

こちらの従業員等については、翌年度の

個人住民税は給与天引きとなります。 

平成２７年分以降の給与支払報告書か

ら提出が必要になります（Ｐ４参照）。 

こちらの従業員等については、翌年度の

個人住民税は個人で納付していただく

ことになります。 

※ 平成２７年分以降から、普通徴収切替理由

書に該当する符号を「（摘要欄）」に記入する

必要があります（Ｐ４参照）。 
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（１）普通徴収切替理由書について 

    千葉県および県内全市町村では、平成２８年度から個人住民税の特別徴収を

徹底する取り組みを推進しており、原則、事業主の方には特別徴収（給与天引

き）を行っていただくことになります。 

ただし、普通徴収切替理由書の切替理由に該当する従業員等がいる場合、平

成２８年度分（平成２７年分）以降の給与支払報告書の「（摘要）欄」に該当

理由の符号を記入するとともに、普通徴収切替理由書に必要事項を記入し提出

することにより、普通徴収（個人で納付）が例外的に認められます（P５参照）。 

     

※ ｅＬＴＡＸ等の電子媒体で給与支払報告書を提出する場合は、該当する従

業員等の「普通徴収欄」に必ずチェックを入力してください。また、「（摘要）

欄」に該当する普通徴収切替理由の符号を入力してください（普通徴収切替

理由書の添付は不要です。）。 

 

            

 

                               

 

※ 給与支払報告書 記入例 

普通徴収切替理

由書と同じ符号を

給与支払報告書の

摘要欄に記入して

ください。 
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（２）普通徴収（個人で納付）が認められる条件 

 以下の切替理由（符号）に該当する従業員等の人数を確認してください（複

数項目に該当する従業員等の場合は、どれか一つを選択してください。）。 

    いずれかに該当する従業員等は普通徴収（個人で納付）が認められます。 

また、給与支払報告書（個人別明細書）に普通徴収切替理由に該当する項目

の符号を「（摘要）欄」に記入してください。 

 

普Ａ： 総従業員が２人以下（普Ｂ～普Ｆに該当する全ての（他市区町村分

を含む）従業員数を差し引いた人数） 

普Ｂ： 他の事業所で特別徴収（乙欄該当者） 

※ 兼業している方で、主たる給与から住民税が天引きされている

場合です。 

普Ｃ： 給与が少なく税額が引けない（年間の給与の支払額が 930,000

円以下） 

普Ｄ： 給与の支払が不定期（例：給与の支払が毎月でない） 

 ※ 臨時雇用や季節雇用等一時的な雇用や不定期雇用の場合です。 

    普Ｅ： 事業専従者（個人事業主のみ対象） 

 ※ 「専従者」としている親族に給与を支給している場合です。 

普Ｆ： 退職者又は退職予定者（５月末日まで） 

 

２）給与支払報告書の提出後に従業員等の異動があった場合 

給与支払報告書の提出後に、退職、転勤等の異動により、６月以降の天引き

ができなくなる方がいる場合には、異動届出書を提出してください（Ｐ１０～

１２参照）。 
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３）個人住民税の特別徴収税額通知 

各市町から給与所得等に係る市（町）民税・県民税特別徴収税額の決定通知

書（特別徴収義務者用）が５月３１日までに届きますので、誤り等がないかを

確認してください。 

また、給与所得等に係る市（町）民税・県民税特別徴収税額の決定通知書（納

税義務者用）および特別徴収のしおりも同封しています（事業所によっては、

納入書も同封されています。）。 

なお、給与所得等に係る市（町）民税・県民税特別徴収税額の決定通知書（納

税義務者用）は圧着されておりますので、圧着は剥がさずに従業員等ごとに切

り離してお渡しください。 

 

特別徴収税額決定通知書（特別徴収義務者用） 

                                               

                                                         

各月の天引き額（翌月１０日に納入する額） 

 

 

従業員等の天引き額（総額と月額）⇒ 
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４）給与天引きと納入（天引き：６月～翌年５月 納入：７月～翌年６月） 

Ｐ６の通知書にある税額分を給与から天引きし、翌月の１０日までに納入し

てください（１０日が休日の場合は、翌営業日が納期限となります。）。 

 

※ 一定の条件を満たす事業所については、納入を年２回にする納期の特例

を受けることができます（Ｐ１５参照）。 

 

 
 

 

退職等で納入額全体が変わっ

た場合です。 

予め印字されている納入金額

を二重線で消していただき、正

しい金額を納入金額欄（給与分）

と合計額欄に記入してくださ

い。 

  退職所得に対する個人住民税

を支払うが、給与分には変更が

ない場合です。 

予め印字されている納入金額

を二重線で消していただき、正

しい金額を納入金額欄（給与分

および退職所得分）と合計額欄

に記入してください。 

納入書には、予め金額や住所

等が印字されています。 
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※ 納入場所については、各市町により異なりますので、詳しくは各市町へお問い合

わせください。 

 

 

 

 

 

 

  退職所得に対する個人住民税

を支払い、かつ給与分の支払い

額を変更する場合です。 

予め印字されている納入金額

を二重線で消していただき、正

しい金額を納入金額欄（給与分

および退職所得分）と合計額欄

に記入してください。 

  退職所得に対する個人住民税

のみを支払う場合です。 

予め印字されている納入金額

を二重線で消していただき、正

しい金額を納入金額欄（退職所

得分）と合計額欄に記入してく

ださい。 
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５）年の途中での従業員等の退職、入社等の異動（随時） 

年の途中で従業員等が退職、休職または入社した場合には、その従業員等が

お住まいの市町に異動の届出をしてください（Ｐ１０～１３参照）。 

 

６）異動や税額の変更 

退職等の異動の届出、所得や各種控除の変更、修正等があった場合には、市

町で税額を再度計算し、通知します。 

納入の際には、納入書の金額を変更後の金額に訂正してください。 

 

 
 

 

                 

 

 
※ 変更後（１１月分以降）の納入額になります（Ｐ７の納入書《記入例１》を参考

に、納入書の金額を訂正することになります。）。 

 

 

 

 

 

 

所得税更正のため 

退職により普通徴収に切替 

変更後総額 

この月以降変更 変更後の毎月 

の天引き額 

変更理由 
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異動の届出について 

１）退職、休職等により天引きができなくなる場合 

その従業員等が１月１日現在のお住まいの市町に「給与所得者異動届出書」を

提出してください。 

以下のとおり、異動の時期によって取扱いが異なりますので、注意してくださ

い。 

 

（１）６月１日から１２月３１日までに退職等をした場合 

    普通徴収（個人で納付）または一括徴収（まとめて天引き）に切り替えてく

ださい。 

    天引きできなくなる残りの分は、市町から本人に納付書を送付し、本人に納

付していただくことになりますが、これまでは給与から天引きされており、自

分で納付する習慣がないために納付を忘れてしまう方もおりますので、可能な

限り、一括徴収（まとめて天引き）にご協力ください。 

 

（２）１月１日から４月３０日までに退職等をした場合 

    一括徴収（まとめて天引き）に切り替えてください。 

    天引きできなくなる残りの分を最後の給与からまとめて天引きしてくださ

い。 

    ただし、給与額が少なく、一括徴収できない場合には普通徴収（個人で納付）

に切り替えられます。 

 

（３）死亡した場合 

普通徴収（個人で納付）に切り替えてください。 

    死亡後の残りの分は、市町から納付書を送付し、相続人の方に納付していた

だきますので、一括徴収する必要はありません。 

 

 

＊重要＊ 

 普通徴収（個人で納付）への切替えの届出が遅れると、その分、個人で納め

る回数（期別）が減ってしまう場合があります。 

 また、提出がないままですと、その方の分が未納となるため、事業所に督促

状等が送付されてしまいますので、提出漏れや遅延のないようにお願いいたし

ます。 
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● 普通徴収（個人で納付）に切り替える場合 

 

 

                      

 

 

 

● 一括徴収する場合 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

天引き済みの月と額を記入してください。 

普通徴収（個人払い）分を記入 

してください。 

一括徴収分を何月分で納入するかを記入してください。 
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２）転勤（転職）があった場合 

届出書の上段は、転勤前の事業所で天引きした税額等を記入し、転勤先に渡し

てください。 

転勤先の事業所は、下段に天引きする月等を記入し、提出してください。 

なお、転勤先で天引きができるか不明の場合は、「退職」として市町へ提出し

てください。 

 

 例：11 月以降転勤先の事業所から天引きする場合 

 

 

 

 

 

① 転勤前の事業所が記入してください。 

   異動事由等以外は、普通徴収に切り替える場合と同じです。 

 

② 転勤先の事業所が記入してください。 

   何月分から天引きを始めるかを記入してください。 

なお、提出先市町での特別徴収が初めての場合、指定番号欄の新規に○を付け

て提出をお願いします。 

 

  

○1  

○2  

何月分から天引きする 

か記入してください。 
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３）新規（中途）採用等による従業員の追加 

「特別徴収への切替届出書」に普通徴収（個人で納付）で納付済みの期別や

給与天引きを開始する月等を記入し提出してください。 

なお、普通徴収の納期が過ぎた分は天引き対象にできません。 

  

天引きに切り替えられる普通徴収の期別 提出期限 

第１期～第４期 ６月末日まで 

第２期～第４期 ８月末日まで 

第３期～第４期 １０月末日まで 

第４期 １月末日まで 

 

 

 例：８月分から天引きをする場合（普通徴収の第１期分は納付済み） 

 
 

 

 

 

※ 二重納付の防止のため、従業員の方がお持ちの普通徴収の納付書を同封してくだ

さい。 

 

何月分の給与から

天引きするか記入

してください。 

普通徴収（個人で納付）分で納付

済みの期別を確認し、記入してく

ださい。 

税額の事前連絡が必要

な場合は、要に○して

ください。 
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４）事業所の所在地を変更した場合 

事業所の名称や所在地、送付先等が変更した場合には、変更届出書を提出し

てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

変更 前 変更 後 
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その他 

１）納期の特例について 

給与の支払いを受ける従業員等が常時１０名未満で、過去１年間に納期の特

例の申請が取り消されていないことおよび市町税の滞納等がない事業所に限り、

従業員等がお住まいの市町に申請し、承認を受けた場合には、年２回（６月分

～１１月分を１２月１０日、１２月分～翌年５月分を６月１０日）に分けて個

人住民税を納めることができます。 

申請を希望される場合は、各市町にお問い合わせください。 

 

２）電子申告について 

給与支払報告書や各種異動の届出等を電子申告で行えます。 

また、特別徴収だけでなく、法人市町民税、固定資産税の償却資産の申告等

もできますので、詳しくは下記にお問い合わせください。 

 

＜問合せ先＞ 

地方税電子化協議会 

ホームページ：http://www.eltax.jp/ 

（利用時間 ８時３０分～２４時 土日祝日・年末年始を除く。） 

電    話：０５７０-０８１４５９ 

（９時～１７時 土日祝日・年末年始を除く。） 

 

３）給与所得以外の所得に係る個人住民税の給与天引きについて 

特別徴収は、地方税法の規定に基づき、その従業員の給与所得以外にも全て

の所得から計算した個人住民税を給与から天引きしていただくことになります。 

ただし、確定申告または住民税申告の際に、「給与・公的年金等に係る所得以

外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」で「自分で納付」を選択した場合に

は、給与以外の所得（農業、不動産、株等）の分の住民税は普通徴収（個人で

納付）にすることができます。 

なお、複数の事業所からの給与は、特別徴収（給与天引き）と普通徴収（個

人で納付）に分割することはできません。 

 

４）公的年金に係る個人住民税（６５歳以上の方）について 

４月 1 日現在、６５歳以上の公的年金を受け取っている方で、前年中の年金

所得に係る個人住民税の納税義務のある方は、年金分についての個人住民税は

普通徴収（個人で納付）から特別徴収（年金天引き）に自動で切り替わります。 

なお、特別徴収に替わる方は、介護保険料が年金から天引きされている等、

いくつかの条件に該当する方になります。 

http://www.eltax.jp/
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Ｑ＆Ａ 

１）給与天引きを初めて行う場合は？ 

・ 新年度から始める場合 

毎年１月３１日までに各市町へ給与支払報告書を提出いただく以外に特別な

手続きは必要ございません。 

・ 年度途中から 

特別徴収への切替届出書を提出してください。 

指定の月分からの天引き額等を記載した通知書や納入書を送付します。 

なお、提出の際は、従業員の方がお持ちの納付書を同封してください（Ｐ１３

参照）。 

 

２）個人住民税が非課税になる場合は？ 

以下の①から③のいずれかに該当する方は、住民税が非課税になる場合があります。 

その場合、非課税に該当する従業員等について、毎月の給与天引き額はありません

が、扶養親族数の訂正等で税額が発生することがありますので、特別徴収に該当する従

業員等とさせていただきます。 

 

① その年の１月１日時点で、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方 

② 障害者、未成年者、（特別）寡婦または寡夫に該当する方で給与所得控除後の金額

（所得）が１２５万円以下（給与支払額２０４万４千円未満）の方 

③ 前年の合計所得金額が以下の算式で求めた金額以下の方 

基本額 
× 

本人、控除対象配偶者および 

扶養親族 ※１の合計数 
＋ 

加算額 ※２ 

２８万円 16万８千円 

      

※１ 扶養親族数には、１６歳未満の扶養親族も含まれます。  

※２ 加算額は、「控除対象配偶者」または「扶養親族」がいる場合のみ加算され

ます。 
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参考 

控除対象配偶者＋扶養親族数 給与所得控除後の金額 給与支払額 

０人（本人のみ） ２８万円以下 ９３万円以下 

１人 ７２万８千円以下 １３７万８千円以下 

２人 １００万８千円以下 １６８万円以下 

３人 １２８万８千円以下 ２１０万円未満 

４人 １５６万８千円以下 ２５０万円未満 

※ この金額は、山武郡内市町共通です。  

※ この金額は、「一つの事業所での給与支払額」が上記金額以下（未満）の場合です。 

個人住民税は、兼業している分の給与、農業、不動産等の所得を合せて税額を算

定しますので、一つの事業所での給与支払額が上記の金額以下であっても、副収入

の金額によっては、個人住民税が課税されます。 

 

３）各種届出書の用紙について 

各種届出書の用紙は、各市町で配布しています。 

また、各市町のホームページからもダウンロードできます。 

なお、届出書の様式は、市区町村で異なる場合もありますが、他市区町村の様式を

使用し、提出していただいても構いません。 

 

４）個人住民税が非課税の従業員等の退職等があった場合は？ 

個人住民税が非課税（税額０円）で、給与天引きの対象となっている従業員等が退

職等した場合でも、異動の届出をしてください。 

 

※ 収入や各種控除の変更により課税になった場合、事業所が特別徴収義務を負うこと

になってしまいます。 

 

５）前年中に他市区町村に転出した方が、給与支払報告書の提出後から５月３１日までに退職等した場合 

前年中に他市区町村に転出した方が、給与支払報告書の提出後から５月３１日まで

に退職等した場合には、転出前の市区町村と転出先の市区町村の両方に異動届を提出し

てください。 

異動届が提出されない場合、給与天引きのままになってしまいますので、ご注意く

ださい。 
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６）退職した従業員等の住民税の未徴収分は普通徴収でいいのか？ 

6月1日から１2月31日までの退職については、本人が一括徴収（まとめて給与

天引き）を希望しない場合は普通徴収（個人で納付）に切り替えることとなります。 

ただし、１０月以降に退職等した場合は、普通徴収（個人で納付）の残りの納期が

第４期だけになり、残りの税額を１回で納めることとなるため、従業員等にとっては一

括徴収（まとめて給与天引き）と同じことになります。 

また、これまでは給与天引きされており、自分で納付する習慣がないために納付を

忘れてしまう方もいます。 

従業員等のためにも、可能な限り、一括徴収にご協力ください。 

なお、1月1日から４月3０日までの退職については、原則、一括徴収（まとめて

給与天引き）することとなっておりますが、最後の給与が少なく、給与天引きしきれな

い等の場合には、普通徴収（個人で納付）に切り替えることが認められます。 
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山武郡内市町問合せ先 

 

団体名 
担当課 

担当係 

電   話 

Ｆ Ａ Ｘ 
ホームページアドレス 

東金市 
課税課 

市民税係 

0475-50-1128 

0475-50-1295 
http://www.city.togane.chiba.jp/ 

山武市 
課税課 

市民税係 

0475-80-1281 

0475-82-2107 
http://www.city.sammu.lg.jp/ 

大網白里市 
税務課 

市民税班 

0475-70-0321 

0475-72-8454 
http://www.city.oamishirasato.lg.jp/ 

横芝光町 
税務課 

課税班 

0479-84-1212 

0479-84-2713 
http://www.town.yokoshibahikari.chiba.jp/ 

芝山町 
町民税務課 

課税係 

0479-77-3915 

0479-77-0871 
http://www.town.shibayama.lg.jp/ 

九十九里町 
税務課 

課税係 

0475-70-3142 

0475-76-7934 
http://www.town.kujukuri.chiba.jp/ 

 


